
  

  

【概要】 

パーソルグループの従業員等が、自社（パーソルホールディングス）株式等に係る売買を行う場合、売

買に必要な事項を事前申請し、承認を得る又は届出を行う必要があります。 

申請方法は、A.事前承認制度と B.事前届出制度の２つの方式があり、対象者は下記の通りです。 

【制度対象者の概要図】 

 
 

 

【申請サイト】 

・A：自社株等売買事前承認申請フォーム https://form.run/@persol-cnIuuspTPe7TpO8DVO64 

・B：自社株等売買事前届出申請フォーム https://form.run/@persol-0mHr0FBufdu2EHcQBR9F 

【申請方法】 

・事前承認制度の対象者の方（※１） 

 ①上記申請サイト A の「自社株等売買事前承認申請フォーム」にアクセスする。 

 ②入力項目（氏名、所属会社名、部署、連絡先、売買株数など）に従い、項目を全て入力する。 

 ③全ての項目を入力し終えたら、画面一番下の「入力内容を確認」を押し、内容確認後「送信」を押す。 

※１．申請後は事務局にて審査を行います。審査が終わりましたら売買可否を申請者宛にご連絡します。 

   なお、売買可能期間につきましては申請内容を審査の上、売買可の場合、事務局にて指定・ご連絡します。 

・事前届出制度の対象者の方（※２） 

 ①上記申請サイト B の「自社株等売買事前届出申請フォーム」にアクセスする。 

 ②入力項目（氏名、就業先、連絡先、売買株数など）に従い、項目を全て入力する。 

 ③全ての項目を入力し終えたら、画面一番下の「入力内容を確認」を押し、内容確認後「送信」を押す。 

※２．届出制度での申請の方は、審査はございませんので、送信にて完了となります。 

   但し、届出内容によっては問い合わせを行う場合がございます。 

 

 

・本制度及び申請内容等に、質問・不明点がございましたら、下記メールにてお問い合わせください。 

パーソルホールディングス株式会社 自社株等事前売買申請事務局 📩（baibaishinsei@persol.co.jp） 

１．パーソルグループにおける自社株等売買事前承認制度及び事前届出制度について 

３．お問い合わせ窓口【事務局】 

２．申請サイト及び申請方法（概要） 
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